
個人情報ファイル簿 

作成年月日（修正した場合にあっ
ては、直近の修正年月日） 

令和５年４月１日 

個人情報ファイルの名称 建築確認台帳 

行政機関等の名称 和歌山県知事 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

県土整備部 都市住宅局 建築住宅課 

個人情報ファイルの利用目的 建築確認事務の円滑な実施 

記録項目 

１受付月日、２受付番号、３建築主住所及び同氏名、４設

計者、工事監理者及び工事施工者、５築造場所、６棟数及

び戸数、７階数、８敷地面積及び延べ面積、９申請要旨、

１０敷地別及び棟別用途、１１法６条１項分類及び耐火・

準耐火の別、１２構造、１３申請手数料、１４期限内に確

認できぬ旨通知、１５通知書交付年月日及び番号、１６消

防同意の要・不要、１７工事完了届受理月日、１８工事完

了検査月日、１９検査済証年月日及び番号、２０工事取止

届受理年月日、２１名義変更届受理年月日、２２便所の種

類及び人槽等、２３備考 

記録範囲 建築確認の対象者及びその関係人 

記録情報の収集方法 
相手方：建築確認の申請者 

手段:建築基準法第６条第１項に基づく建築確認の申請 

要配慮個人情報 □含まれる。    ■含まれない。 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）和歌山県総務部総務管理局総務課情報公開ｺｰﾅｰ 

（所在地）和歌山市小松原通1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

３及び４：和歌山県建築基準法施行細則第５条「名義等の

変更届」 

１から２２：同施行細則第６条「工事の取りやめ届」 



個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第1号 

 （電算処理ファイル） 
■法第60条第2項第2号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当 

するファイル 

□有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の
募集をする個人情報ファイル 

□該当する。    ■該当しない。 

行政機関等匿名加工情報の提案を
受ける組織の名称及び所在地 

 

行政機関等匿名
加工情報の概要 

行政機関等匿名
加工情報の本人
の数 

 

行政機関等匿名
加工情報に含ま
れる情報の項目 

作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案を受ける組織の名
称及び所在地 

 

作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案をすることができ
る期間 

 

備   考 

●各振興局建設部建築グループにおいて、所管する区域の

建築確認台帳を保有している。 

●記録項目については、現時点のものを記載している。本

ファイルはかなり以前から保有しているものであり、過去

におけるものと現在におけるものとで記録項目が若干異な

っている。 

●行政機関等匿名加工情報の提案を募集する個人情報ファ

イルに該当しない理由については、本ファイルは、紙媒体

で保存されている個人情報ファイルであって、加工可能な

状態とするために多大な作業を要するものであることか

ら、行政の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で加工

ができないため。 

 

  



個人情報ファイル簿 

作成年月日（修正した場合にあっ
ては、直近の修正年月日） 

令和5年4月1日 

個人情報ファイルの名称 建築士事務所登録簿 

行政機関等の名称 和歌山県知事 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

県土整備部都市住宅局建築住宅課 

個人情報ファイルの利用目的 建築士事務所の指導、監督のため 

記録項目 

1.申請受付年月日 2.登録都道府県名 3.登録番号 4.登録年

月日 5.事務所資格区分 6.届出年月日 7.事務所名称フリガ

ナ 8.事務所名称 9.事務所名イメージ表示 10.事務所所在

地郵便番号 11.事務所所在地 12.事務所所在地ビル名等 

13.事務所電話番号 14.事務所 FAX 番号 15.個人・法人区分 

16.法人名称フリガナ 17.法人名称 18.所在地郵便番号 19.

所在地 20.電話番号 21.FAX 番号 22.役員氏名カタカナ 

23.役員氏名 24.役員旧姓 25.役員生年月日 26.役員性別 

27.役員役職 28.事務所ステータス 29.代表者か否か 30.代

表者氏名イメージ表示 31.所属建築士人数 32.管理建築士

氏名フリガナ 33.管理建築士氏名 34.管理建築士旧姓 35. 

管理建築士の建築士区分 36. 管理建築士氏名イメージ表示 

37.管理建築士の建築士登録番号 38.管理建築士の建築士登

録を受けた都道府県名 39.管理建築士の建築士登録年月日

40.管理建築士講習修了年月日 41.管理建築士講習修了証番

号 42.管理建築士の定期講習修了年月日(最新) 43.管理建

築士の定期講習修了番号 44.管理建築士の構造設計一級建

築士証交付番号 45.管理建築士の設備設計一級建築士証交

付番号 46.管理建築士の所属した日 47.管理建築士の所属

を外れた日 48.所属建築士氏名フリガナ 49.所属建築士氏

名 50.所属建築士の建築士区分 51.所属建築士の登録を受

けた都道府県 52.所属建築士の建築士登録番号 53.所属建

築士の建築士登録年月日 54.所属建築士の定期講習修了番

号(最新) 55.所属建築士の定期講習修了年月日(最新) 56.

所属建築士の構造設計一級建築士証交付番号 57.所属建築士

の設備設計一級建築士証交付番号 58.所属建築士の所属し



た日 59.所属建築士の所属を外れた日 60.廃業届届出年月日 

61.事由発生日(廃業年月日) 62.事由 63.届出者氏名 64.届

出者の開設者との関係 65.抹消登録年月日 66.所管出先事

務所名 67.新規登録年月日 68.決算月 69.年次業務報告履

歴 70.処分歴 

記録範囲 和歌山県内の建築士事務所 

記録情報の収集方法 建築士事務所開設者からの提出資料 

要配慮個人情報 □含まれる。    ■含まれない。 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）和歌山県総務部総務管理局総務課情報公開コー

ナー 

（所在地）和歌山市小松原通1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

・7～12、15～17、22～27、29～36、46～50の記録項目の内

容に変更があったときは、建築士法第23条の5の規定により

届けなければならない。・60～64の記録項目に該当すると

きは、建築士法第23条の7の規定により届けなければならな

い。 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第1号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第2号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当 

するファイル 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報の提案の
募集をする個人情報ファイル 

■該当する。    □該当しない。 

行政機関等匿名加工情報の提案を
受ける組織の名称及び所在地 

和歌山県総務部総務管理局総務課情報公開コーナー 

和歌山市小松原通 1-1 

行政機関等匿名
加工情報の概要 

行政機関等匿名
加工情報の本人
の数 

 

行政機関等匿名
加工情報に含ま
れる情報の項目 



作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案を受ける組織の名
称及び所在地 

 

作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案をすることができ
る期間 

 

備   考  

 

  



個人情報ファイル簿 

作成年月日（修正した場合にあっ
ては、直近の修正年月日） 

令和5年4月1日 

個人情報ファイルの名称 二級・木造建築士名簿 

行政機関等の名称 和歌山県知事 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

県土整備部都市住宅局建築住宅課 

個人情報ファイルの利用目的 建築士の指導のため 

記録項目 

1.建築士区分 2.登録都道府県名 3.登録番号 4.登録年月日 

5.申請等受付年月日 6.申請都道府県名 7.合格年月日 8.合

格番号 9.免許証のステータス 10.取消の区分 11.取消の事

由等 12.氏名（姓）フリガナ 13.氏名（名）フリガナ 14.

氏名（姓） 15.氏名（名） 16.氏名イメージ表示 17.旧姓

フリガナ 18.旧姓 19.旧姓イメージ表示 20.通称名フリガ

ナ 21.通称名（姓名）22.通称名イメージ表示 23.生年月日 

24.性別 25.免許証写真 26.本籍地都道府県 27.本籍地 28.

現住所郵便番号 29.現住所都道府県 30.現住所 31.現住所

ビル名等 32.現住所電話番号 33.勤務先名称 34.建築士事

務所の開設者 35.勤務先郵便番号 36.勤務先都道府県 37.

勤務先所在地 38.勤務先所在地ビル名等 39.勤務先電話番

号 40.勤務先業務種別 41.勤務先事務所登録都道府県 42.

勤務先事務所区分 43.勤務先事務所登録番号 44.欠格事由

45.外国籍国名 46.外国免許の名称 47.外国免許の免許者名 

48.外国免許年月日 49.管理建築士講習修了年月日 50.管理

建築士講習受講機関名 51.管理建築士講習修了番号 52.取

消申請年月日 53.取消申請登録年月日 54.取消申請理由 

55.死亡・失踪宣告届出年月日 56.死亡・失踪宣告届出登録

年月日 57.死亡・失踪宣告届出義務者フリガナ 58.死亡・

失踪宣告届出義務者氏名 59.本人との関係 60.死亡・失踪

の別 61.死亡・失踪宣告発生年月日 62.後見・保佐開始の

審判届届出年月日 63.後見・保佐開始の審判届登録年月日 

64.後見人・保佐人氏名 65.後見人・保佐人住所 66.後見・

保佐開始の審判届審判年月日 67.後見・保佐の区分 68.後

見・保佐開始の審判届添付資料 69.所管出先事務所等 70.



処分履歴 71.講習履歴 72.その他 

記録範囲 和歌山県登録の二級・木造建築士 

記録情報の収集方法 本人からの提出資料 

要配慮個人情報 □含まれる。    ■含まれない。 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）和歌山県総務部総務管理局総務課情報公開コー

ナー 

（所在地）和歌山市小松原通1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

・26～31、33～38、40 の記録項目の内容に変更があった場

合は建築士法第5 条の2 の規定により届け出なければなら

ない。・52～68 の記録項目に該当する場合は建築士法第8 

条の2 の規定により届け出なければならない。 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第1号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第2号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当 

するファイル 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報の提案の
募集をする個人情報ファイル 

■該当する。    □該当しない。 

行政機関等匿名加工情報の提案を
受ける組織の名称及び所在地 

和歌山県総務部総務管理局総務課情報公開コーナー 

和歌山市小松原通1-1 

行政機関等匿名
加工情報の概要 

行政機関等匿名
加工情報の本人
の数 

 

行政機関等匿名
加工情報に含ま
れる情報の項目 

作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案を受ける組織の名
称及び所在地 

 



作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案をすることができ
る期間 

 

備   考  

 

  



個人情報ファイル簿 

作成年月日（修正した場合にあっ
ては、直近の修正年月日） 

令和5年4月1日 

個人情報ファイルの名称 建設リサイクル法の届出・通知台帳 

行政機関等の名称 和歌山県知事 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

県土整備部都市住宅局建築住宅課 

個人情報ファイルの利用目的 建設リサイクル法に係る工事の施工実態を把握するため。 

記録項目 

1.分類 2.受付区分 3.受付番号 4.受付日 5.届出者氏名 6.

届出者住所7.工事場所 8.種類 9.用途 10.階数 11.対象面

積 12.請負代金（万円）13.請負形態 14.元請け名称 15.元

請け住所 16.備考 

記録範囲 
建設リサイクル法に係る工事の発注者又は自主施工者およ

び元請業者 

記録情報の収集方法 発注者又は自主施工者からの提出資料 

要配慮個人情報 □含まれる。    ■含まれない。 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）和歌山県総務部総務管理局総務課情報公開コー

ナー 

（所在地）和歌山市小松原通1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

なし 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第1号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第2号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当 

するファイル 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報の提案の
募集をする個人情報ファイル 

■該当する。    □該当しない。 



行政機関等匿名加工情報の提案を
受ける組織の名称及び所在地 

和歌山県総務部総務管理局総務課情報公開コーナー 

和歌山市小松原通1-1 

行政機関等匿名
加工情報の概要 

行政機関等匿名
加工情報の本人
の数 

 

行政機関等匿名
加工情報に含ま
れる情報の項目 

作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案を受ける組織の名
称及び所在地 

 

作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案をすることができ
る期間 

 

備   考  

 

  



個人情報ファイル簿 

作成年月日（修正した場合にあっ
ては、直近の修正年月日） 

平成5年4月1日 

個人情報ファイルの名称 耐震マネージャー派遣台帳 

行政機関等の名称 和歌山県知事 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

県土整備部都市住宅局建築住宅課 

個人情報ファイルの利用目的 耐震サポート事業の実施状況の整理のため 

記録項目 

1.受付番号 2.受付日 3.申込者氏名 4.申込年齢 5.所在市

町村 6.住宅所在地 7.申込者電話番号 8.申込者の障害の有

無 9.耐震診断報告年月日 10.耐震診断結果評点 11.マネー

ジャー番号 12.マネージャー氏名 13.派遣依頼日 14.業務

報告提出日 15.訪問回数 16.プラン作成の有無 17.備考 

18.診断実施者氏名 19.見込み訪問件数 20.見込みプラン件

数 21.マネージャー住所 22.マネージャー電話番号 23.マ

ネージャー所属 24.マネージャー所有資格 25.マネージャ

ー生年 

記録範囲 耐震サポート事業の申込者及び耐震マネージャー 

記録情報の収集方法 
耐震サポート事業への申込及び耐震マネージャー登録簿に

よる 

要配慮個人情報 ■含まれる。    □含まれない。 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）和歌山県総務部総務管理局総務課情報公開コー

ナー 

（所在地）和歌山市小松原通1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第1号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第2号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当 

するファイル 

■有 □無 



行政機関等匿名加工情報の提案の
募集をする個人情報ファイル 

■該当する。    □該当しない。 

行政機関等匿名加工情報の提案を
受ける組織の名称及び所在地 

和歌山県総務部総務管理局総務課情報公開コーナー 

和歌山市小松原通1-1 

行政機関等匿名
加工情報の概要 

行政機関等匿名
加工情報の本人
の数 

 

行政機関等匿名
加工情報に含ま
れる情報の項目 

作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案を受ける組織の名
称及び所在地 

 

作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案をすることができ
る期間 

 

備   考 

・本ファイルは各年度ごとに、申込者とマネージャーに分

けてまとめられている。 

・本ファイルは平成21年度から作成されており、年度ごと

に記録項目が若干異なる。 

・事業の対象について、平成28年度までは高齢者・障害者

に限定、平成29年度以降は優先としているため、当該情報

について記録している。 

 

 

  



個人情報ファイル簿 

作成年月日（修正した場合にあっ
ては、直近の修正年月日） 

平成5年4月1日 

個人情報ファイルの名称 住宅管理システム内臓データ 

行政機関等の名称 和歌山県知事 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

県土整備部都市住宅局建築住宅課 

個人情報ファイルの利用目的 県営住宅の管理 

記録項目 

1.氏名 2．生年月日 3．性別 4．住所 5．障害 6．勤務先 

7．所得 8．控除 9.連絡先 10.続柄 11．口座 12．関係人

氏名 13．関係人生年月日 14.関係人住所 15．関係人勤務

先 16．関係人連絡先 17．関係人続柄 

記録範囲 県営住宅入居者及びその関係人 

記録情報の収集方法 入居者及び市町村からの提出資料 

要配慮個人情報 ■含まれる。    □含まれない。 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

和歌山県総務部総務管理局総務課情報公開コーナー 

和歌山市小松原通1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第1号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第2号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当 

するファイル 

■有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の
募集をする個人情報ファイル 

■該当する。    □該当しない。 



行政機関等匿名加工情報の提案を
受ける組織の名称及び所在地 

和歌山県総務部総務管理局総務課情報公開コーナー 

和歌山市小松原通1-1 

行政機関等匿名
加工情報の概要 

行政機関等匿名
加工情報の本人
の数 

 

行政機関等匿名
加工情報に含ま
れる情報の項目 

作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案を受ける組織の名
称及び所在地 

 

作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案をすることができ
る期間 

 

備   考   

 

  



個人情報ファイル簿 

作成年月日（修正した場合にあっ
ては、直近の修正年月日） 

平成5年4月1日 

個人情報ファイルの名称 宅地建物取引業許可申請書 

行政機関等の名称 和歌山県知事 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

和歌山県県土整備部都市住宅局建築住宅課 

個人情報ファイルの利用目的 宅地建物取引業許可のため 

記録項目 
１．氏名 ２．生年月日 ３．郵便番号 ４．住所 ５．電話

番号 ６．本籍 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 申請書 

要配慮個人情報 □含まれる。    ■含まれない。 

記録情報の経常的提供先 宅地建物取引業関係団体 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

和歌山県総務部総務管理局総務課情報公開コーナー 

和歌山市小松原通１－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第1号 

 （電算処理ファイル） 
■法第60条第2項第2号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当 

するファイル 

□有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の
募集をする個人情報ファイル 

□該当する。    ■該当しない。 



行政機関等匿名加工情報の提案を
受ける組織の名称及び所在地 

 

行政機関等匿名
加工情報の概要 

行政機関等匿名
加工情報の本人
の数 

 

行政機関等匿名
加工情報に含ま
れる情報の項目 

作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案を受ける組織の名
称及び所在地 

 

作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案をすることができ
る期間 

 

備   考 

・行政機関等匿名加工情報の提案を募集する個人情報ファ

イルに該当しない理由について、本ファイルは、紙媒体で

保存されている個人情報ファイルであって、加工可能な状

態とするために多大な作業を要するものであることから、

行政の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で加工がで

きないため。 

 

  



個人情報ファイル簿 

作成年月日（修正した場合にあっ
ては、直近の修正年月日） 

平成5年4月1日 

個人情報ファイルの名称 宅地建物取引士資格登録申請書 

行政機関等の名称 和歌山県知事 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

和歌山県県土整備部都市住宅局建築住宅課 

個人情報ファイルの利用目的 宅地建物取引士の資格登録簿作成のため 

記録項目 
１．氏名 ２．生年月日 ３．郵便番号 ４．住所 ５．電話

番号 ６．本籍 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 申請書 

要配慮個人情報 □含まれる。    ■含まれない。 

記録情報の経常的提供先 宅地建物取引業関係団体 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

和歌山県総務部総務管理局総務課情報公開コーナー 

和歌山市小松原通１－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第1号 

 （電算処理ファイル） 
■法第60条第2項第2号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当 

するファイル 

□有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の
募集をする個人情報ファイル 

□該当する。    ■該当しない。 



行政機関等匿名加工情報の提案を
受ける組織の名称及び所在地 

 

行政機関等匿名
加工情報の概要 

行政機関等匿名
加工情報の本人
の数 

 

行政機関等匿名
加工情報に含ま
れる情報の項目 

作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案を受ける組織の名
称及び所在地 

 

作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案をすることができ
る期間 

 

備   考 

・行政機関等匿名加工情報の提案を募集する個人情報ファ

イルに該当しない理由について、本ファイルは、紙媒体で

保存されている個人情報ファイルであって、加工可能な状

態とするために多大な作業を要するものであることから、

行政の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で加工がで

きないため。 

 

 


